
千曲市告示第３０号 

 

 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の規定により、 

「 令 和 ７ 年 度 一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画 」 を 定 め 、 

千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第２０条第３項の規定に 

基づき告示する。 

 

                        

 

         令和７年３月７日  

 

 

                      

       千曲市長     小川 修一 

 


